
医療連携体制構築担当者の主な職種

が ん 脳 卒 中
急 性
心筋梗塞

糖 尿 病 計 (割合)

保 健 師 36 80 16 47 179(53.3%)

行 政 職 43 72 33 29 177(52.7%)

栄 養 士 4 2 0 10 16( 4.8%)

歯 科 医 師 1 7 0 3 11( 3.3%)

理学作業療法士 1 9 1 0 10( 3.0%)

社 会 福 祉 士 5 2 2 0 9( 2.7%)

○ 保健師が約５割と行政職と並び、連携の中心職種
(取組事例=336 複数回答可)

注１： 医師の大半を占める保健所長は、医療連携に係る総括業務に従事。
注２： 社会福祉士は、大阪府の取組のみ。



事例１ 在宅終末期医療連携パス運用
（富山県新川厚生センター）

１ 事例の概要
○ 平成18年7月から診療所から成る連携懇話会が診診連携

を基盤とする病診連携のための地域連携パスを運用。

○ 平成19年6月に医師会に事務局を置く連携協議会に発展。

○ 平成19年3月から厚生センターが参画。

２ 保健所関与のポイント
① センターは、公平公正な調整役として事例検討会や活

動研修会を通じ連携パスの普及と関係施設参画の促進。

② 事例検討会は、 10年余り年6回開催され、毎年延170人

程度が参加しており、医療連携体制の基盤づくりに貢献。

③ 平成22年度からは、情報共有強化の促進のため、地域

連携パスの電子管理や介護職連携の活動研修会を実施。



事例② 脳卒中地域連携パス
（富山市保健所(中核市)）

１ 事例の概要
○ 平成19年度から市保健所が、市脳卒中地域連携パス研

究会事務局として地域連携パスの作成・運用を支援。

○ 平成20年度からは圏域に運用拡大。

○ 平成21年度からは地域連携パスの改定を企画・調整。

２ 保健所関与のポイント
① 市生活習慣病総合対策の二次・三次予防として医療連

携体制構築を位置づけ、有識者検討会を経た上で着手。

② 市保健所では、連携の主導ではなく、公平公正な事務

局として連携の支援に徹し、地域連携の要石として機能。

③ 各病院で個人データ入力していたが、負担感が大きい

として、各病院で作成した総括データで運用状況を検討。



事例③脳卒中地域リハビリテーション体制構築
（兵庫県姫路市保健所(中核市)）

１ 事例の概要
○ 平成18年度から病院に事務局を置く研究会が設置され、

各病期の病院間ネットワークの構築を目指している。

○ 平成20年度から市保健所が研究会事務局を引き受ける

とともに、医療・介護連携体制の構築を目指している。

２ 保健所関与のポイント
① 平成20年度に市保健所が地域連携パス運用を目指す研

究会の事務を引き受け、病院間相互の連携拡充を支援。

② 在宅ケアに関する課題検討のため、維持期ネットワー

ク連絡会を保健所が設置して、運営を支援。

③ 圏域リハビリテーション支援センターの運営業務を受

託して、地域調整の中核機関として機能を発揮。



事例④急性心筋梗塞地域連携パス導入促進事業
(大阪府吹田保健所)

１ 事例の概要
平成20年度から地域連携パスについて、保健所に事務局

を置く府本庁事業として、保健所が、複数の急性期病院が

先行運用していた複数のものを取りまとめ、平成22年度か

ら新たな圏域共通のものを運用。

２ 保健所関与のポイント
① まず共通目標として患者の長期予後の改善とＱＯＬの

向上という患者の視点を共有することから検討を開始。

② 圏域唯一の包括的心臓リハビリテーション施設を効果

的・効率的に活用するという医療者の視点でも調整。

③ 退院時の発症登録及び受診時のかかりつけ医登録を行

い、1年後にアウトカムを把握する評価システムを整備。



事例⑤ 安来能義地域糖尿病管理連携システム
（島根県松江保健所）

１ 事例の概要
安来市に事務局を置く糖尿病管理協議会に対し、保健所

は、設立当初の平成10年度から積極的に参画して、患者登

録管理、糖尿病手帳、糖尿病患者会等の適正管理対策のほ

か、イエローカード発行等の発症予防対策を協働。

２ 保健所関与のポイント
① 協議会設立10年余を迎え、現在、保健所は、必要に応

じ、情報収集や事業企画で協議会事務局と協働。

② 保健所では、適正管理対策等の評価に当たり、協議会

事務局と県保健環境科学研究所の間を効果的に調整。

③ 協議会の運営は、地域の健康課題は関係機関が協働し

て解決するという認識に基づき負担金拠出方式を採用。



保健所の役割

１ 医療資源等の情報収集

２ 関係者への研修会

３ 圏域連携会議の開催

４ 関係施設の調整

５ 評価指標の収集・分析

６ 住民への普及・啓発

表 医療連携体制構築の進行段階分類

創設期 構築期 維持期 発展期

情報収集 会議開催 体制構築 連携実施 分析評価 体制変更



保健所が関与する必要性
(保健所への期待)

１ 公平・公正な立場で企画・調整する必要性がある

⇒ 保健所の関与で多くの団体・施設・職種が参画できる

２ 新たに地域の保健・医療・介護資源を把握する必要性がある

⇒ 保健所の関与で行政調査として正確な資源情報を提供できる

３ 他の領域の施設団体や行政機関と調整する必要性がある

⇒ 保健所の関与で効果・効率的に他領域と連携・調整できる

４ 専任組織が本来業務として実施する必要性がある

⇒ 保健所の関与で安定的・継続的に企画・調整できる

５ 連携体制構築のための予算を確保する必要性がある

⇒ 保健所の関与で公共政策として円滑に継続実施できる



保健所による評価の考え方

住 民

連 携 鎖
２ 連携体制のアウトプット（進捗管理）評価
① 連携体制（研修会）への参加施設数･専門医数
② 連携体制の利用患者数
③ ルール・ロール・ツールの必要な見直し

１ 連携体制の存在評価
① 共有ルール（連携会議・規約・要綱）
② 共有ロール（医療機能リスト、役割の決定）
③ 共有ツール（パス・連絡票）

３ 連携体制のアウトカム（成果）評価
① 患者側：治療成績、在宅復帰､ＱＯＬ
② 医療側：搬送時間、治療成績、在院日数、勤務環境、

在宅療養環境
③ 保健所：患者側・医療側の評価を

→地域としての総合的な評価に展開

連携体制 連携体制の評価
急性期病院

回復期病院
診療所



保健所による評価のポイント

１ 脳卒中、糖尿病では、アウトカム達成に数年掛かるため、

医療連携体制構築の進捗管理指標を設定することが重要。

２ この間、圏域で評価指標を効果的・効率的に入力・収集

できる体制を整備することが重要。

３ また、一定水準の評価体制の維持のため、意義・効果・

費用の認識共有を継続することが重要。

４ 医療機関は評価データを発生源入力する一方、保健所は

主に地域資源の活用率、人口面積のカバー率、診療所のパ

ス記入率等地域として総合的な評価を展開することが重要。



市型保健所の関与のポイント

１ 保健所設置市(市全体の8%)で全国４割程度の医療資源(Ｈ
20)を占めており、市型保健所の関与が極めて重要である。

２ 設置市は、生活習慣病対策に4疾病の地域医療連携を位置
付けて、有識者による検討を経て着手する工夫をすること。

３ 都道府県では、医療資源が集中している実態に即し、保
健所設置市に医療連携業務を委託すること。

４ 厚生労働省では、医療計画の実施主体を都道府県として
いるため、保健所設置市が医療連携業務に関与できるよう
にするための位置付けを図ること。

５ 厚生労働省では、医療連携体制推進事業の実施主体に保
健所設置市を加え、市型保健所の取組を促進すること。

① 人 口 ３４．２％ ② 一般病院数 ３５．４％
③ 病院一般病床数３８．６％ ④ 病院勤務医師４１．１％



１ 実施主体
都道府県 ※３９都道府県が事業実施

２ 実施地域
４疾病５事業ごとに完結する地域

３ 事業内容
(1) 医療機能の適切な情報提供（治療連携計画による機能

分担、医療連携窓口の設置、住民への啓発、ＩＴによる
診療連携、診療機能ＤＢの作成、医療提供体制の評価）

(2) 医療従事者等の人材養成（研修会、合同症例検討会）
４ 協議会の設置
〇 事業実施地域ごとに医療連携体制協議会を設置

５ 経費補助
〇 1か所当たり5,160千円（補助率1/2）

平成21年度医療連携体制推進事業要綱

保健所設置市
の追加が必要



平成22年度・23年度全国保健所長会
保健所行政の施策及び予算に関する要望書

【平成22年度 重点要望】

１ 医療制度改革に関連した方策の推進

(1)  医療制度改革関連施策の実施における保健所の位置づけの明確化

② 地域で計画される４疾病５事業について、これらの施策の実施

における保健所の役割を、国においてもより明確に示されたい。

【平成23年度 重点要望】

１ 地域保健対策の総合的見直しに関連した方策の推進

(1)  地域保健対策に関連した施策における保健所の位置づけの明確化

② 都道府県医療計画の推進、とりわけ４疾病５事業に関した医療

連携体制を構築するための連携調整における保健所の役割を、国

において明確に示されたい。



資料３

医療圏における地域疾病構造及び
患者受療行動に基づく地域医療の評価について

〈東京医科歯科大学大学院 伏見教授〉〈東京医科歯科大学大学院 伏見教授〉
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資料４

保健医療計画の策定について
〈青森県健康福祉部大西保健医療政策推進監〉



保健医療計画の策定について

青森県青森県

平成23年2月28日



計画策定に係る外部組織

４疾病5事業対策

脳卒中対策協議会

疾病 事業対策

がん医療検討委員会

急性心筋梗塞対策協議会

青森県医療

糖尿病対策協議会

救急・災害医療対策協議会

青森県医療

審議会
周産期医療協議会

小児医療対策協議会

救急医療確保事業等の
医療従事者確保等

医療計画部会 あおもり地域医療医師支援機構運営委員会
保健・医療・福祉の連携

青森県地域医療対策協議会

保健・医療・福祉包括ケアシステム推進協議会健康づくり

健康寿命ア プ計画推進委員会健康寿命アップ計画推進委員会

各保健医療圏
地域保健医療推進協議会



策定に係る県の内部組織

医療制度改革推進会議
ト プ 次長 メンバ 課長トップ：次長 メンバー：課長

医療制度改革推進プ ジ クトチ ム医療制度改革推進プロジェクトチーム
トップ：保健衛生課長（医師） メンバー（課長代理）
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国が定めた指針と県計画の関連

• 都道府県医療計画は、医療法第30条の４、医療提供体制の確
保に関する基本方針（厚生労働省告示）において 基本的な策保に関する基本方針（厚生労働省告示）において、基本的な策
定方針が定められている。

• 更に、医療計画作成指針、疾病又は事業ごとの医療体制構築更に、医療計画作成指針、疾病又は事業ごとの医療体制構築
に係る指針が定められており、これを参考に、保健医療計画を
策定するとされている。

• 以上の指針は 詳細に書かれており これに従えば 医療計画• 以上の指針は、詳細に書かれており、これに従えば、医療計画
は策定できる仕組みになっている。

• 本県は、国の指針に従って策定したので、結果として、指標の
項目が多くな ているほか 県内部の議論により 新たな指標項目が多くなっているほか、県内部の議論により、新たな指標
も追加している。

• また、4疾病5事業に係る外部の協議組織を設置し、これらの会、 疾 事 係 部 協議 織 設置 、
議での専門家の議論も踏まえ、医療審議会の計画部会で、県
計画の案を検討。最終的には、医療審議会の答申を経て、パ
ブリックコメントも実施して策定した。ブリック ントも実施して策定した。



本県の保健医療計画の特色→設定指標が多い
青森県では 国が定めた 医療計画作成指針 疾病又は事業ごとの医療体青森県では、国が定めた、医療計画作成指針、疾病又は事業ごとの医療体

制構築に係る指針の記載例を参考に、検討し、決定した。

国の指針に挙げられた記載例 青森県の保健医療計画上の指標

糖尿病の例

国の指針に挙げられた記載例 青森県の保健医療計画上の指標

糖尿病による失明発症率 指標に採用 【現状】⑱2.7人/10万人【目標】現状改善

糖尿病腎症による新規透析導入率 指標に採用 【現状】⑰11.1人/10万人【目標】10％減少

糖尿病等の患者教育を実施する医療機関数 現状は把握できたが、目標設定困難と記載

教育入院を行う医療機関数

急性期合併症の治療を行う医療機関数 現状把握が不十分で 調査が必要と記載急性期合併症の治療を行う医療機関数 現状把握が不十分で、調査が必要と記載

治療中断率

地域連携クリティカルパスの導入率 記載せず。理由は、

・クリティカルパス、年齢調整死亡率は、他の項目で指標と
されている。
・薬物療法からの離脱実績は、治療中と同意義

・糖尿病に合併する脳卒中、心筋梗塞の発症数は確認が

薬物療法からの離脱実績

糖尿病に合併する脳卒中、心筋梗塞の発症数

年齢調整死亡率 困難であり、個々のケースにより、疾病間の関連性が異な
るので、指標としての効果が薄いと判断。

年齢調整死亡率

【なし】 以下は、指標としては必要だが、現状把握が不十分で、調
査が必要と記載。①糖尿病診療スタッフの配置状況査が必要と記載。①糖尿病診療スタッフの配置状況
②特定検診後の受診率又は指導率
③小児又は若年における発症状況



策定のためのデータ収集に関連して
保健医療計画の策定に用いた数値デ タの項目数保健医療計画の策定に用いた数値データの項目数
•既存調査によるもの 147 （うち、国調査によるもの 88、 その他 59）
•県が保健医療計画の見直しのために行った調査によるもの 23
（うち 医療機能調査によるもの 3 受療動向調査によるもの 20）

現
状

（うち、医療機能調査によるもの 3、受療動向調査によるもの 20）

•政策の企画立案、効果測定にはデータは欠かせないが、データ収集に
係る業務量、予算が大きく、課題となっている。

状

係る業務量、予算が大きく、課題となっている。
•県単独調査のみでは、必要なデータが収集できない。
•医療機関では、国の調査に加えて、県が調査を行うので、負担が大きい。

国 お は 政府統計 総合窓 政府統計 統計デ タを提供

課
題

国においては、政府統計の総合窓口で、政府統計の統計データを提供し
ているが、政策の企画立案に活かせるような工夫がない。

提案

題

①各種統計データ活用ツールの検討

本県が構築中のがん情報データベースでは「がん登録・がん健診データ集計ツール
機能」を備えており がん登録及びがん検診のデータを登録 蓄積し 様々な指標か

提案

機能」を備えており、がん登録及びがん検診のデ タを登録、蓄積し、様々な指標か
ら集計したり、統計データを抽出できる機能を備えている。

国が行う統計を政策に活かすためには、同様のツールが、健康、疾病対策関連分
野で、構築されることが望ましい。野で、構築されることが望ましい。
②統計調査の電子化
③レセプト情報の活用

統計データを政策に活用できるシステムの構築



保健医療計画策定に係る主な議論

• 検診の重要性、予防医学

• 公的病院の再編ネットワーク化、医師不足を踏まえた医療
機関の機能見直し

• へき地、過疎地の医療確保

• ドクターヘリ、弘前大学高度救命救急センター

• 医療連携を診療報酬で評価することが、地域医療のダイナ

医療審議会及
び計画部会

医療連携を診療報酬で評価することが、地域医療のダイナ
ミックな展開を阻害しないか。（囲い込み）

• これまでの二次医療圏で積み上げてきた計画と県の医療
計画との整合性計画との整合性

• （県医師会）国の政策が一方的に押しつけられないよう、保健・医
療・福祉関係者や地域住民が参画した、本県の将来予測を含む計民
画であるよう望む。

• （県医師会）４疾病5事業は、医療機能を担う医療機関を公表するこ
とになっているが、必要のある都度見直し、現場の意見を重視すべ
き

パブリックコメ
ント・関係団

体意見 き。

• （県薬剤師会）指標や目標が合理的なものになっているか、検討が
不十分でないか。

• （パブコメ）二次医療圏の意味を住民に考えてもらう 設定根拠を詳

体意見

• （パブコメ）二次医療圏の意味を住民に考えてもらう、設定根拠を詳
細に示すことが重要でないか。



保健医療計画に基づく政策の推進について

①計画の内容は、保健、医療、介護、福祉にわたり、内容が、現状と課題、目標、
施策の方向性と主な施策 達成目標と重層的に構築されており 約400ペ ジと施策の方向性と主な施策、達成目標と重層的に構築されており、約400ページと
分量が多く、関係者が、すべて理解し、活用するのは困難

②保健医療計画に各主体の役割を示しているが、それぞれの主体の理解を深め、
計画を実行する仕組みがなければ 県のみの推進となり 効果が現われにくい現 計画を実行する仕組みがなければ、県のみの推進となり、効果が現われにくい。

③国により、策定が義務づけられた計画は、都道府県健康増進計画、がん対策
推進計画、介護保険事業支援計画、障害福祉計画、医療費適正化計画などもあ
り それら計画でも目標値等の設定があるので 各計画の関連性を明らかし 見

状

と
課 り、それら計画でも目標値等の設定があるので、各計画の関連性を明らかし、見

える化を図る必要がある。

④これらの計画も含め、全体の進捗状況の管理責任者が明確でなく、進捗状況
を管理しながら、政策→施策→事業へと展開していく仕組みが出来ていない。

題

を管理しながら、政策→施策→事業 と展開して く仕組みが出来て な 。
（指標の活用については、次ページに記載）

⑤新規事業の予算計上の際に、保健医療計画の目標達成における有効性が
チェックされず、予算上のインセンティブがない。

★次期計画査定時に議論し 対応する

今後の方向性（案）

★次期計画査定時に議論し、対応する。
★実効性ある計画として、身軽に動かしていくための方策を検討することが必要。

スリム化、明確化、地域での普及啓発など。



指標の活用について

① 指標の設定

各分野や事業の事後評価を行うため、指標を定め、計画の最終年度である
24年度の数値目標を定めている。現 24年度の数値目標を定めている。
② 見直し
医療提供体制の確保に関する基本方針では、「少なくとも5年ごとに調査、分

析、評価を行い、必要があるときは医療計画を変更する」としており、青森県

現
状

と
課 析、評価を行い、必要があるときは医療計画を変更する」としており、青森県

保健医療計画に、5年ごとに、調査、分析、評価を行い、医療審議会の意見を
聴いて、必要があるときには、計画を変更すると記載している。

題

各分野・事業後の達成度を評価するために、指標と目標値を設定しているが、
各主体が、何を行うことで目標達成が実現するのかが明確でなく、目標達成に
至る論理的なロードマップを明らかに出来ない指標もある。
（糖尿病治療中断率など 患者教育 経済的要因など要因が多岐にわたる ）

課
題 （糖尿病治療中断率など、患者教育、経済的要因など要因が多岐にわたる。）題

今後の方向性（案）

★次期計画査定時に議論し、対応する。

★計画は、医療法に基づく「医療計画」であるとともに、保健医療に関する「県の
基本計画」でもあることから、計画進捗状況の管理責任者をおくことも検討したい。



（参考）医療計画が医療行政に及ぼす影響※他法令との関係

【医療法】
•基準病床の設定

•特例診療所の一般病床

【診療報酬】

•初診料における時間外加算
の特例

【救急医療事業実施
要綱】

高度救命救急セン特例診療所の 般病床
設置

【ドクターヘリ特措法】

の特例

•救急医療管理加算・乳幼児救
急医療管理加算
•地域連携診療計画管理料

ター

【ドクタ リ特措法】
ドクターヘリ基地病院

地域連携診療計画管理料

特に、影響の大きいもの
・基準病床の設定 ・診療報酬にかかる加算

提案等

★基準病床については、別途のべる。

提案等

★診療報酬については、医療計画上は必要な医療機能でも、医療機関の経
営状況、勤務医師の異動などにより、実施できない場合もあり、変更もあるこ
とから、医療計画での位置づけを要件とせず、診療報酬上の届出で可としてら、医療計画 位置 けを要件 ず、診療報酬 届出 可 し
はどうか。



医療計画に関わる課題医療計画に関わる課題

【病床基準設定について】

病床過剰地域から病床不足地域 の病床の異動の促進を目的としている・病床過剰地域から病床不足地域への病床の異動の促進を目的としている
が、病床過剰地域では、一度病床を削減すると復活が出来ないので、入院
病床は削減されず、遊休資産化する。

が 病 が・本県は、人口が点在しており、人口の少ない地域では民間病院の経営が
成り立たないので、公的病院がカバーしており、病床過剰地域から、病床不
足地域への、病床の異動（資産の流動化）は実現しがたい。

・しかし、制限を撤廃すれば、医療の質の低下、不要不急の入院増加による
医療費の増大、倒産等による医療の中断などが懸念される。



医療計画に関わる課題

【疾病や事業ごとの圏域設定】

・「疾病又は事業ごとの医療提供体制構築に係る指針」では、疾病又
は事業ごとの圏域を設定するとしており、従来の二次医療圏にこだわ
らず、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定するとしている。らず、地域の医療資源等の実情に応じて弾力的に設定するとしている。

・ しかし、地域がん診療連携拠点病院のように、国が、二次医療圏ご
とに、基本的に1箇所すると定めている場合もあり、制度が矛盾してい
るる。
・ また、本県では、地域で、1～数カ所の公的病院が4疾病、5事業に

おいて、主要な役割を果たしており、高次医療機関数も少ないので、疾
病又は事業ごとの圏域設定の意義は薄い病又は事業ごとの圏域設定の意義は薄い。

一方、首都圏等の人口と高度な医療機能が集中する地域では、医療
機関が多いが故に、疾病又は事業ごとの圏域を設定することが困難と
考えられる考えられる。

・ 二次医療圏の設定や、疾病ごとの医療圏の設定は、住民にとって
はメリットはなく、どの医療機関がどのような医療機能を持つかを明確
にし、住民が選択できるようにすることが重要。



最後に～ 地方からの提案として～

①疾病や事業のための医療圏設定は不要である

最後に～ 地方からの提案として～

①疾病や事業のための医療圏設定は不要である。

②基準病床数については 基準及び地域の範囲②基準病床数については、基準及び地域の範囲
について、国が一定の考え方を示した上で、都道
府県が実情に応じて決定する仕組みとすべき府県が実情に応じて決定する仕組みとすべき。

③基準病床数に加えて 基準無床診数算定 基③基準病床数に加えて、基準無床診数算定、基
準医師数算定が必要であり、その基準及び地域
の範囲についても 国が 定の考え方を示したの範囲についても、国が一定の考え方を示した
上で、都道府県が実情に応じて決定する。
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